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第１節 医療機能の見える化や医療の質の向上の取組 

 

医療需要の変化に対応した医療提供体制を構築していくにあたっては、公立・公的

病院だけでなく、本県の病院の約 80％を占める民間病院の自主的な努力を促していく

必要があります。 

医療政策の推進にあたっては、医療関係データの見える化を通じた政策が重要であ

り、データにより医療ニーズと提供体制のマッチングを図ることが求められています。 

「奈良県地域医療構想」が示す将来の医療需要等は、医療機関が経営上の見通しを

立てる上でも有用です。各医療機関における医療機能の分化・連携を含めた地域の医

療ニーズに即したあり方の検討に資するよう、地域・病院ごとの医療提供状況など必

要な情報の提供に県として取組んでいく必要があります。 

 

１．目指すべき姿 

様々なデータを収集・分析し医療機能の見える化を行うことにより、地域の医療機

関が役割分担と連携を行い、高度急性期・急性期から在宅医療までの一連のサービス

を地域において総合的に確保できる適切な医療提供体制の実現を目指します。 

（１）救急搬送データ（ｅ－ＭＡＴＣＨデータ等）を用いた救急搬送状況分析 

１）ｅ－ＭＡＴＣＨ（奈良県救急医療管制システム）とは 

救急搬送ルール（傷病者の搬送・受入の実施に関する基準）を電子端末（ｉＰａ

ｄ）に搭載し、消防機関が端末に患者情報を入力し、症状、緊急度、重症度に応じ

対応可能な医療機関をより迅速に選定し救急患者の受入を要請するシステムです

（図１）。 

２）施策の方向 

これからも救急搬送データ（ｅ－ＭＡＴＣＨデータ等）を用いて、救急搬送の状

況を分析し、救急医療体制の充実に努めます。 
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図１ ｅ－ＭＡＴＣＨイメージ図 

（２）病床機能報告データを用いた医療機能分析 

１）病床機能報告制度とは 

地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に

関する法律（平成 26年法律第 83号）により改正された医療法（昭和 23年法律第 205

号）第 30 条の 13 に基づき、平成 26（2014）年度から病床機能報告制度が始まりま

した。 

 病床（一般病床及び療養病床）を有する病院・診療所が、その病床において担っ

ている現在の医療機能と今後の方向について、病棟単位で自ら選択し、毎年都道府

県に報告する仕組みです。 

また、医療機能に加えて、病棟の設備や人員配置、具体的な医療内容も報告する

こととされています（図２）。報告された情報については、毎年公表することとさ

れています。奈良県の平成 28（2016）年度現在の医療提供体制の状況は、病床機能

報告によると下記のとおりとなっています（表１）。 

表１ 平成 28年度病床機能報告制度による報告状況について 

保健医療圏 全体 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 休棟等 

奈良保健医療圏（床） 3,821 64 1,987 654 1,087 29 

東和保健医療圏（床） 2,723 397 1,372 498 318 138 

西和保健医療圏（床） 3,440 537 1,520 383 948 52 

中和保健医療圏（床） 3,651 460 1,802 428 620 341 

南和保健医療圏（床） 581 8 316 36 221 0 

県全体 計 14,216 1,466 6,997 1,999 3,194 560 

 

区分 機能 

高度急性期 〇急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能 

急 性 期 〇急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能 

回 復 期 
〇急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能 
〇特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADL の向上や在宅復帰を目的としたリ
ハビリテーションを集中的に提供する機能（回復期リハビリテーション機能） 

慢 性 期 
〇長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能 
〇長期にわたり療養が必要な重度の障害者（重度の意識障害者を含む）、筋ジストロフィー患者又は難病患者を
入院させる機能 
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図２ 病床機能報告における主な報告内容 

出典：厚生労働省「地域医療構想に関するワーキンググループ資料より」 

病床機能報告制度は、地域医療構想の進捗評価等に活用するとともに、患者・住

民・他の医療機関に、それぞれの医療機関が有する機能を明らかにすることを目的

とされています。 

平成 28（2016）年度からは、病棟単位で以下の内容の報告が行われています。 

①医療機能（毎年７月１日時点、６年が経過した時点、平成 37（2025）年時点） 

高度急性期、急性期、回復期、慢性期 

②許可病床数、稼働病床数 

一般病床、療養病床（医療療養病床、介護療養病床） 

③算定している入院基本料等及び届出病床数 

入院基本料（７：１、10：１、療養病棟入院基本料１・２ 等） 

特定入院料（救命救急入院料、ハイケアユニット入院医療管理料 等） 

④職員数 

薬剤師、看護師、理学療法士、作業療法士 等（常勤、非常勤別） 

⑤主とする診療科（43診療科） 

内科、呼吸器内科、循環器内科、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、皮膚科、

耳鼻咽喉科、産婦人科、救急科 等 

⑥入院患者の状況 

新規入棟患者数、在棟患者数、退棟患者 数 

⑦入棟前の場所、退棟先の場所別の状況 

家庭から、他の施設から、院内の他の病棟から 等 

⑧退院後に在宅医療を必要とする患者の状況 等 
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２）施策の方向 

このような情報を活用した分析を進め各医療機関に結果を提供して、地域での医

療機能の分化・連携の検討材料として活用していきます。また、病床機能報告の結

果と併せて一定のデータを県ホームページ上で公表していきます。 

（３）診療報酬明細書（レセプト）データ等を用いた医療介護提供体制分析 

１）診療報酬明細書（レセプト）データとは 

レセプトとは、患者が受けた診療について、医療機関が保険者等に請求する医療

費の明細書のことで、医療機関が被保険者毎、入院・入院外別（医科の場合）に月

単位で作成し、審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金、国民健康保険団体連合

会）へ提出することとなっています。 

レセプトデータは、活用方法によっては医療提供体制や医療費の実態の詳細を知

ることが可能であり、エビデンスに基づいた政策の後押しをすることが強く期待さ

れています。 

データ分析上の具体的な利点としては、次のような事項が考えられます。 

 医療保険により提供された医療の実態の全貌の把握が可能（患者数、入院・外

来、傷病、医療費、医療行為明細、および年齢・性別等の情報） 

 医療提供側の行動特性、受療側の行動特性が把握可能 

 対象患者の網羅性が高い 

 調剤・疾病構造・診療行為構造・薬剤/材料の使用構造データの正確性が高い 

 調剤機関と処方せんを発行した医療機関を結び付けることによる診療行為分析

が可能 

２）診療報酬明細書（レセプト）データ等を用いた医療介護提供体制分析 

地域医療構想実現に向けた取組の検討に際し、患者の受療動向や医療機能の実態

を適切に把握するため分析データを用いて、地域の医療介護関係者と意見交換を行

っています。このような分析を行うことで、地域ごとに、患者の流出入を含めた需

要の大きさや、相互の立ち位置等を確認することができます。 

３）施策の方向 

医療介護提供体制の需給状況の把握にあたり、市町村別や医療機関ごとのより詳

細な分析が可能となる診療報酬明細書や介護給付費明細書を用いた分析を行うこと

で、医療介護ニーズや医療介護資源に関する情報の見える化を図り、関係者と共有

し必要とされる医療機能分化・連携等の関係施策の検討につなげていきます。 

（４）医療機関からの提供データに基づく分析 

必要な医療を適切に受けられる体制を構築するため、地域の病院がどのような医療

を提供しているのか、その医療の内容を関係者が共有する仕組みづくりが重要です。 

共有していく情報としての「指標」を定め、関係者が共有する仕組みを構築し、そ

の指標に基づき医療の質の評価を行うことが求められています。 
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１）回復期及び慢性期の医療の質向上へ向けた取組 

回復期リハビリテーション病棟や慢性期に関する指標を設定し、それぞれの医療

機関の特性や、医療機関間の連携の状況も「見て」わかるようになる取組を進めて

います。 

医療機関別の診療行為の差に関する「見える化」データを医療機関に積極的に提

供し、診療の質の向上に向けた自主的な取組を促していきます（図３）。 

 

 図３「見える化」データ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日常生活機能評価（点数が低いほど、生活自立度が高い）

症例数 点数（平均点） 症例数 点数（平均点） 症例数 点数（平均点） 症例数 点数（平均点）

40 7.3 40 3.1 40 4.2 40 2.7

53 6.9 53 3.7 53 3.2 53 2.0

79 6.6 79 2.7 79 3.9 79 2.8

111 8.5 109 3.6 109 5.0 109 3.2

42 5.2 42 3.4 42 1.8 42 0.0

53 7.6 53 4.3 53 3.3 53 1.2
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２）周産期医療の質向上へ向けた取組 

高齢分娩率や合併症妊娠率、出産直後の新生児の健康状態を表す指数（Apgar Score）

など指標を２つの周産期母子医療センターと３つの周産期医療実施病院で共有する

取組を行っています（図４）。 

図４ 県内参加医療機関の母体搬送受け入れ率の比較、経年推移 

 

３）県内のがん医療の質向上へ向けた取組 

県では、県内の住所を有する方に発生した全部位の罹患等を対象とした「地域が

ん登録」を平成 21（2009）年症例分から収集を開始し、そのデータの精度が国際基

準に到達しました。がん登録データを活用し、がんの拠点病院等の診療機能や実績

等を分析し、医療関係者に「見える化」することで、拠点病院等の技術力や治療の

安全性の向上、また、より強みを活かしたがん診療の提供をめざします。 

４）施策の方向 

医療機関の特性や、医療機関の連携状況なども「見て」わかるようになる取組を

進め、それぞれの医療機関において、診療体制や連携体制の検討を行い、県全体の

医療の質の向上が図られるよう取組んでいきます。 

 

第２節 県民・患者への医療機能情報の提供 

医療法第６条の２において「国民は、良質かつ適切な医療の効率的な提供に資する

よう、医療提供施設相互間の機能の分担及び業務の連携の重要性についての理解を深

め、医療提供施設の機能に応じ、医療に関する選択を適切に行い、医療を適切に受け

るよう努めなければならない」とされています。 

限られた医療資源を有効に活用する観点から、医療を利用する住民の意識を高め、

協力を得ていくことが必要であることから、医療提供側だけでなく利用者（患者）に

も一定の役割と責務を求めているものです。 

このため、医療機関に対してだけでなく、県民や患者に対する医療情報の提供も重

要であり、県民や患者の医療に向かう知識を普及するため適切な情報提供に取組んで

いきます。 
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１．医療機能情報の提供 

医療法に基づく医療機能情報提供制度※1では、すべての病院、診療所、助産所に対し、

当該医療機関が有している医療機能に関する情報について、都道府県知事への報告が

義務づけられ、都道府県知事は報告された情報を住民・患者に対しわかりやすい形で

提供することにより、住民・患者による病院等の適切な選択を支援することとされて

います。 

各医療機関の情報は、インターネット上に設けた「なら医療情報ネット」から、様々

な条件を指定することにより医療機関を検索していただくことができます（図１）。 

図１ なら医療情報ネット 

                            
※1 医療機能情報提供制度…平成 19 年４月に施行された「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の

一部を改正する法律」により導入された制度 
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２．健康・医療に関する情報の提供 

現在、インターネット等を通じて健康・医療等に関する様々な情報を入手すること

が可能となっていますが、これらの情報のうち、どれが最新の情報であるのか、どれ

が本当に自分にとって必要な情報なのかがわかりづらく、どのような保健・医療・福

祉を受けることができるのか、わかりやすく整理し提供していく必要があります。 

このような課題に対応するためには、行政機関等が保有する健康情報等や病院の保

有する診療情報を、様々な属性を持つ住民・患者に応じた情報として提供する仕組み

が必要となります。 

奈良県では、インターネット上に「自分の健康と病気がよく分かるポータルサイト」

を立ち上げ、個々の県民が最適なケアを選択する機会と情報の提供を受けることがで

きることを目的に、県民一人ひとりが、どのような保健・医療・福祉を受けることが

できるのか、必要に応じてわかりやすく整理し提供する取組を行っています。 

同ポータルサイトでは、健康づくりに関する情報を提供するサイトとして「すこや

かネットなら」を設け、それぞれ県民一人ひとりの状況に合わせた情報を提供してい

ます（図２）。 
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図２ 自分の健康と病気がよく分かるポータルサイトのトップページ 
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（３）がんに関する情報の提供 

県では、がん情報ポータルサイト「がんネットなら」を開設（平成 26（2014）年３

月）し、県内の医療機関や相談窓口の情報、県内で開催される講演会の情報など、が

んに関する情報を幅広く提供してきました（図３）。 

今後はさらに、がんの情報を必要とする方が、医療機関や治療を客観的に選択でき

るよう、適切でわかりやすい情報を診療機能や実績等様々なデータを活用し、提供し

ます。 

 

図３ がん情報ポータルサイトのトップページ 

 

 

 

 

 

 

がんネットなら： http://www3.pref.nara.jp/gannet/ 


